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令和７年１２月定例議会提出予定案件の概要説明 

報告第７号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について） 
（南知多町大字山海地内における交通事故） 
（専決 令和７年９月２９日） 

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づ 

き、下記のとおり専決処分したので同条第２項の規定により報告する。 

１ 相手方 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

   ＊＊＊＊＊＊ 

２ 事故の概要 

  令和７年５月１日午後３時２０分頃、職員が南知多町大字山海地内の駐車場におい

て、公用車を後退させる際に周囲の状況確認を怠り、公用車の後方を、相手方の自家

用車へ接触させ、相手方を負傷させたものである。 

３ 損害賠償の額及び和解の内容 

(1) 損害賠償の額  金１９６，１９４円 

(2) 和解の内容 

   相手方に対し、事故に係る負傷の治療費その他の費用として、上記損害賠償の金

額を支払うこと。 

議案第６４号 人権擁護委員の推薦について  

１ 提案の理由 

人権擁護委員５人の委員の内、１人が令和 8 年 3 月 31 日をもって任期満了となる。

再任で法務大臣に推薦したいので、議会の意見を求めるものである。 

議案第６５号 南知多町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 

１ 制定の理由 

  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による児童福祉法の一部改正に伴い、

町の認可事業として位置付けられた乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定めるため、条例を制定する必要があるからである。 

２ 制定の主な内容 

(1) 趣旨                           （第１条関係） 
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 法第 34 条の 16 第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営の基

準を定める。 

(2) 乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準          （第３条関係） 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）に

定めるとおりとする。 

(3) 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準    （第４条関係） 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等に定められる基準に

よるものとする。     

３ 施行期日 

令和８年１月１日 

議案第６６号 南知多町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関す

る条例の制定について 

１ 制定の理由 

  産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等について定めることにより、

産業廃棄物処理施設の設置等が、事業者及び関係住民等の理解の下に地域の環境への

影響及び安全性の確保に配慮して行われることを促進し、もって町民の良好な生活環

境の保全に資するため、条例を制定する必要があるからである。 

２ 制定の主な内容 

 (1) 事前協議書の提出に関する規定              （第４条関係）  

  ア 事業者は、産業廃棄物処理施設の設置等をしようとするときは、産業廃棄物処

理施設設置等事業事前協議書を町長に提出しなければならない。 

  イ 事前協議書の提出は、産業廃棄物処理施設の設置等に係る法令等に基づく許可、

認可等の申請又は届出をしようとする前に行わなければならない。 

 (2) 意見交換会の開催に関する規定              （第５条関係）  

  ア 事業者は、産業廃棄物処理施設の設置等について関係住民等の理解を得るため、

関係住民等に対して当該産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の内容について

説明し、意見を交換する意見交換会を開催しなければならない。 

  イ 事業者は、意見交換会を開催したときは、その日から 30 日以内に、当該意見交

換会において関係住民等が提示した意見の要旨、それに対する事業者の見解その

他規則で定める事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。 

 (3) 町長との協定の締結等に関する規定            （第９条関係）  

    事業者は、意見交換会若しくは追加意見交換会が終了したとき、関係住民等と 

協定を締結したとき又は意見の調整が行われ、意見が一致した事項があったとき 

は、それらの内容を踏まえ、町長と生活環境の保全に関する協定を締結しなけれ

ばならない。 
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 (4) 指導、勧告及び命令に関する規定             （第 14 条関係）  

  ア 町長は、この条例に違反する行為により、地域の環境が損なわれ、又は損なわ

れるおそれがあると認めるときは、当該違反行為をする者に対し、期限を定めて、

その事態を除去するために必要な限度において、当該違反行為の停止その他必要

な措置を講ずべきことを指導し、又は勧告することができる。 

  イ 町長は、指導又は勧告を受けた者がその指導又は勧告に従わないときは、期限

を定めて、事態を除去するために必要な限度において、当該違反行為の中止その

他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和８年４月１日 

 (2) 経過措置 

 この条例の施行の際現に愛知県知事への申請等が行われている場合又は申請等

を要しない産業廃棄物処理施設であって、当該産業廃棄物処理施設の設置等が行わ

れている場合は、この条例の規定は適用しない。 

議案第６７号 師崎港観光センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

１ 制定の理由 

  師崎港観光センターを建設したことから、地方自治法第 244 条の２第１項の規定に

より、設置及び管理について必要な事項を定めるため、条例を制定する必要があるか

らである。 

２ 制定の主な内容 

 (1) 設置に関する規定                    （第２条関係） 

   住民及び旅客の安全性、利便性の向上及び地域の活性化を図るため、観光センタ

ーを設置する。 

 (2) 使用の許可に関する規定                 （第５条関係） 

   観光センターの施設を使用しようとする者又は観光センターを広告類等の掲示

若しくは物品の販売等に使用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければ

ならない。 

 (3) 特定使用施設に関する規定                （第７条関係） 

   町長は、施設の一部を特定の事業者に使用させることができる。 

 (4) 使用料に関する規定                   （第８条関係） 

   施設の使用者は、使用料を納付しなければならない。 

 (5) 指定管理者による管理に関する規定            （第 17 条関係） 

   町長は、施設の管理を指定管理者に行わせることができる。 
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３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

令和８年１月１日から施行する。ただし、第 17 条第１項、附則第２項及び附則第

３項の規定は、公布の日から施行する。 

 (2) 準備行為 

ア 第 17 条第１項の規定による指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条

例の施行の日前においても行うことができる。 

イ 第 18 条第１項の規定により新たに利用料金を指定管理者の収入として収受さ

せる場合における同条第２項の手続については、この条例の施行の日前におい

ても行うことができる。 

 (3) 南知多町使用料条例の一部改正 

別表第１を削除する。 

議案第６８号 公の施設の指定管理者の指定について 

１ 提案の理由 

  新たに制定する師崎港観光センターの設置及び管理に関する条例第 17 条第１項の

規定に基づき、指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第 244 条の２第６項の規

定により、議会の議決が必要であるからである。 

２ 指定の内容 

 (1) 管理を行わせる公の施設 

   師崎港観光センター 

 (2) 指定管理者となる団体 

   南知多町大字豊浜字豊浦 1番地の 13 

南知多未来パートナーズ株式会社 代表取締役 芝山真明 

 (3) 指定の期間 

   令和８年１月１日から令和 27 年 12 月 31 日まで 

議案第６９号 南知多町観光施設条例の一部を改正する条例について  

１ 改正の理由 

  内海観光センターが新たに完成すること並びに師崎港観光センターの設置及び管

理に関する条例を新たに制定することに伴い、現行条例の一部を改正する必要がある

からである。 

２ 改正の内容 

(1) 観光施設に内海観光センターを追加する改正       （別表第１関係） 
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(2) 観光施設から師崎港観光センター及び師崎港観光センター付属施設を削除する 

改正                           （別表第１関係） 

(3) 内海観光センターを利用する場合の許可に関する改正      （第３条関係） 

３ 施行期日 

令和８年１月１日 

議案第７０号 南知多町火入れに関する条例の一部を改正する条例について  

１ 改正の理由 

  気象庁が発表する予報用語の変更及び消防法に基づく火災警報のうち、林野火災予

防を目的とした林野火災警報等の用語が新設されたことに伴い、現行条例の一部を改

正する必要があるからである。 

２ 改正の主な内容 

  「異常乾燥注意報」を「乾燥注意報」に修正し、林野火災予防を目的とした林野火

災警報等の新設用語を追加する改正             （第 14 条関係） 

３ 施行期日 

  令和８年１月１日 

議案第７１号 南知多町立学校設置条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の理由 

南知多町立中学校再編実施計画に基づき南知多町立篠島中学校を南知多町立南知多

中学校へ統合することに伴い、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

南知多町立篠島中学校を廃止し、南知多町立南知多中学校へ統合する改正

（別表関係） 

３ 施行期日 

令和９年４月１日 

議案第７２号 南知多町使用料条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の理由 

  南知多町総合体育館について、営利を目的として専用利用する場合に適用される使

用料を見直すことで、その利用を促進するため、現行条例の一部を改正する必要があ

るからである。 
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２ 改正の内容 

  営利を目的として専用利用する場合の使用料を減額する改正 （別表第４関係） 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和８年４月１日 

(2) 経過措置 

   この条例による改正後の南知多町使用料条例別表第４の規定は、この条例の施行

日以後の使用許可に係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。 

議案第７３号 南知多町職員定数条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の理由 

持続可能で質の高い行政サービスを提供するためには、職員が健康で安心して働け

る環境を整備し、適正な人員体制とワーク・ライフ・バランスを実現することが急務

である。これを実現するに当たり、令和７年１２月に策定予定の定員管理計画を確実

に実行するため、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の主な内容 

 (1) 職員の定数の改正                （第２条第１項関係） 

 (2) 休職中の職員等の取扱いに関する規定の整備    （第２条第２項関係） 

３ 施行期日 

公布の日 

議案第７４号 令和７年度南知多町一般会計補正予算（第３号） 

         補正額 １０４，８７４千円  補正後 １０，３４７，６１３千円

１ 総務課 

 〇歳出 

  ①総務費                       ３０，４６４千円 

  ・庁舎等燃料費、光熱水費の増                １，４６１千円 

  ・保健センター外壁工事                  ２４，１５２千円 

  ・両島サービスセンター等通信回線構築業務委託料         ７４８千円 

  ・備品購入費（圧着はがき・封書加工機器更新）        ４，１０３千円 

２ 防災交通課 

 〇歳出 

  ①消防費                          ４５３千円 

  ・消防施設等光熱水費の増                     ８５千円 

  ・防災施設（防災無線、防災センター等）光熱水費の増       ３６８千円 
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３ 企画財政課 

○歳入 

   ①地方交付税 普通交付税の額確定          １１８，５０４千円 

②財政調整基金繰入金 歳入歳出の財源調整       △４２，８５９千円 

   ③町債                         ７，７００千円 

    ・防災施設整備事業債（防災行政無線再送信無線機取替工事） ２，４００千円 

    ・公共土木施設災害復旧債（台風 15 号被害・篠島長浜）    ５，３００千円 

○歳出 

   ①総務費  

・検査管財費 旧日間賀中学校、及び旧篠島小学校残置物等撤去収集運搬処分業務 

２７，２６１千円 

  ②災害復旧費 財源更正（公共土木施設災害復旧債充当に伴う一般財源の減） 

４ 産業振興課 

 ○歳入 

  ①県支出金 農林水産業費県補助金                 ９６千円 

  ②寄附金 産業まつり運営費寄附金                ７５７千円 

③繰入金 師崎港観光センター周辺整備運営事業基金   １５，９０３千円 

 ○歳出 

  ①農林水産業費 農地利用最適化交付金報酬の増          ４８３千円 

②商工費                        １６，６６１千円 

・産業まつり補助金の増                        ７５８千円 

   ・師崎港観光センター周辺整備運営事業費の増           １５，９０３千円 

（建設工事の増、駐車場プリペイドカード還付金）

５ まちなみ環境課 

 ○歳出 

  ①衛生費                      △８，５６７千円 

   ・知多南部衛生組合分担金の減             △１２，９０７千円 

   ・離島最終処分場管理委託料、離島草木運搬業務委託料の増  ３，４３２千円 

   ・日間賀島最終処分場遮水シート修繕工事            ９０８千円 

②土木費  地籍業務調査委託料の減         △１，８６０千円 

６ 住民課 

〇歳入 

①国庫支出金                       ９５７千円 

・国民年金等事務交付金                     ４１８千円 

・年金生活者支援給付金事務交付金                ５３９千円 

〇歳出 

  ①民生費                          ９６２千円 

   ・国民年金システム改修業務委託料               ９５７千円 

   ・年金生活者支援給付金国県支出金等返還金（令和６年度精算）    ５千円 
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７ ふくし課 

 ○歳入 

  ①国庫支出金 障害者自立支援医療費           ２，５４４千円 

  ②県支出金 障害者自立支援医療費            １，２７２千円 

 〇歳出 

  ①民生費                       １９，０１４千円 

   ・介護保険特別会計繰出金 繰出金の増           ４，２２２千円 

   ・自立支援医療給費の増                  ５，０８８千円 

   ・障害者支援事業国県支出金等返還金（令和６年度精算）   ９，７０４千円 

８ 健康こども課 

 ○歳出 

  ①民生費                        ９，４８３千円 

・児童手当国県支出金等返還金（令和６年度精算）         ２８７千円 

・保育所光熱水費の増                     ３２０千円 

・子ども子育て支援交付金国県支出金等返還金（令和６年度精算） ６９４千円 

・子育て支援センター、どんぐり園光熱水費の増           ９千円 

・保育所修繕工事                     ２，５６９千円 

・出産子育て応援交付金国県支出金等返還金（令和６年度精算）  １８４千円 

・感染症予防事業国県支出金等返還金（令和６年度精算）   ５，２５１千円 

・母子保健衛生費国県支出金等返還金（令和６年度精算）     １６９千円 

９ 教育課 

〇歳出 

  ①教育費                       １０，５２０千円 

・小学校光熱水費の増                   １，３５５千円 

・中学校光熱水費の増                   １，２５３千円 

・総合体育館燃料費、光熱水費の増             １，２１０千円 

・運動公園等光熱水費の増                   ２９６千円 

   ・給食施設費光熱水費の増                 ２，８９２千円 

   ・賄材料費の増                      ３，５１４千円 

◎第２表 繰越明許費補正                         

 総務課 

  ・総務費 庁舎等整備事業費（保健センター外壁）   ４５，７５９千円 

◎第３表 債務負担行為補正（追加） 

事項 期間 限度額 

議会だより「みなみちた」印刷 令和８年度 1,650 千円

広報「みなみちた」印刷 令和８年度 6,471 千円

放課後児童クラブ送迎用公用車運転

業務委託事業 
令和８年度 2,233 千円
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事項 期間 限度額 

南知多中学校通学用バス借上げ及び

運行業務委託事業 
令和８年度 53,592 千円

南知多中学校通学用バス運転業務委

託事業 
令和８年度 10,112 千円

南知多中学校通学用福祉車両運転業

務委託事業 
令和８年度 3,000 千円

内海小学校通学用バス運転業務委託

事業 
令和８年度 3,960 千円

豊浜小学校通学用バス運転業務委託

事業 
令和８年度 3,960 千円

みさき小学校通学用バス運転業務委

託事業 
令和８年度 11,880 千円

離島中学生通学輸送業務委託事業 令和８年度 5,229 千円

離島中学生通学用船舶借上事業 令和８年度 5,277 千円

中学生交流促進高速船無償化事業委

託事業 
令和８年度 1,017 千円

小中学校ＩＣＴ支援員配置業務委託

事業 
令和８年度 6,970 千円

総合体育館空調設備保守点検事業 令和８年度 1,298 千円

総合体育館清掃業務委託事業 令和８年度 2,352 千円

学校給食配送業務委託事業 令和８年度 5,720 千円

◎第４表 地方債補正 

（追加）道路橋りょう施設災害復旧事業債 限度額 ５，３００千円 

（変更）防災施設整備事業債 限度額 １２，９００千円 → １５，３００千円 

議案第７５号 令和７年度南知多町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

（住民課） 補正額 ３６１千円  補正後 ２，７２６，７０２千円 

○歳入 

  ①繰越金 歳入歳出の財源調整                ３６１千円 

○歳出 

 ①諸支出金 国県支出金等返還金（令和６年度精算）      ３６１千円 

議案第７６号 令和７年度南知多町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

（ふくし課） 補正額 ３５，５２２千円  補正後 ２，０４９，８５０千円 
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○歳入 

①国庫補助金 介護給付費負担金             ６，９０７千円 

       調整交付金                ２，２３６千円 

②支払基金交付金 介護給付費交付金           ９，５９４千円 

③県支出金 介護給付費負担金              ４，６４０千円 

④繰入金 一般会計繰入金                ４，２２２千円 

介護給付費準備基金繰入金（歳入歳出の財源調整）７，９２３千円 

 ○歳出 

   ①保険給付費                     ３５，５２２千円 

・介護サービス等諸費の増                １７，８１０千円 

・支援（介護予防）サービス等諸費の増          １１，１０１千円 

・高額介護サービス費の増                 ３，６５６千円 

・高額医療合算介護サービス等費の増              ５５４千円 

・特定入所者介護サービス等費の増             ２，４０１千円 

議案第７７号 令和７年度南知多町水道事業会計補正予算（第１号） 

（水道課）事業費用 補正額 ３４６千円  補正後 ６８５，８３２千円 

○収益的支出 

  ①水道事業費用                       ３４６千円 

・営業費用 配水池、ポンプ場電気料の増            ３８０千円 

・営業外費用 消費税及び地方消費税の減            △３４千円 

◎債務負担行為 

事  項 期 間 限度額 

水質検査業務委託 令和８年度 6,884 千円

水道施設機器点検整備業務委託 令和８年度 14,850 千円

議案第７８号 令和７年度南知多町漁業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

（水道課）事業収益 補正額  ５７千円  補正後 １１７，２１８千円 

事業費用 補正額 ６４５千円  補正後 １１６，７８９千円 

○収益的収入 

  ①営業外収益 消費税及び地方消費税還付金の増          ５７千円 

〇収益的支出 

   ①事業費用                         ６４５千円 

・営業費用 修繕料の増                    ３００千円 

          動力費の増                    ３４５千円


